
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

学
校
教
育
法
の
特
例
に
関
す
る
措
置
の
追
加

地
方
公
共
団
体
が
、
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
教
育
の
実
施
の
必
要
性
、
地
域
産
業
を
担
う
人
材
の
育
成
の
必
要
性
そ

の
他
の
特
別
の
事
情
に
対
応
す
る
た
め
の
教
育
及
び
研
究
並
び
に
職
業
訓
練
を
当
該
地
方
公
共
団
体
の
設
定
す
る
構
造
改

革
特
別
区
域
内
の
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
と
大
学
と
が
連
携
し
て
行
う
こ
と
が
適
切
か
つ
効
果
的
で
あ
る
と
認
め
て

内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
に
お
け
る
高
度
職
業
訓

練
で
長
期
間
の
訓
練
課
程
の
も
の
を
修
了
し
た
者
が
大
学
に
編
入
学
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
四
条
関
係
）

第
二

国
立
大
学
法
人
法
の
特
例
に
関
す
る
措
置
の
追
加

地
方
公
共
団
体
が
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
設
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
内
の
国
立
大
学
法
人
の
所
有
す
る
土
地
等

を
革
新
的
な
研
究
開
発
、
研
究
開
発
の
成
果
を
活
用
し
た
新
た
な
事
業
の
創
出
又
は
研
究
開
発
の
成
果
を
活
用
し
た
施
設

の
整
備
を
行
お
う
と
す
る
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
に
資
す
る
も
の
と
認
め
て
内
閣
総
理
大
臣

の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
国
立
大
学
法
人
法
の
規
定
に
よ
る
土
地
等
の
貸
付
け
に
係
る
文
部
科

学
大
臣
の
認
可
を
文
部
科
学
大
臣
へ
の
事
前
の
届
出
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
四



条
関
係
）

第
三

内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
規
定
の
追
加

内
閣
総
理
大
臣
は
、
構
造
改
革
の
推
進
等
に
関
す
る
提
案
を
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定

申
請
を
し
よ
う
と
す
る
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と

。
（
第
四
十
七
条
関
係
）

第
四

提
案
募
集
の
期
限
の
延
長

新
た
な
規
制
の
特
例
措
置
の
整
備
等
に
係
る
提
案
を
募
集
す
る
期
限
と
さ
れ
て
い
る
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
を
令
和

九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
条
関
係
）

第
五

認
定
申
請
の
期
限
の
延
長

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
申
請
す
る
期
限
と
さ
れ
て
い
る
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
を
令
和
九
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
四
条
関
係
）

第
六

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の



と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
四
及
び
第
五
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
改
正
法
附

則
第
一
条
関
係
）

二

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
改
正
法
附
則
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
関
係
）


